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○伊予市港湾施設管理条例施行規則 

平成17年４月１日規則第137号 

改正 

令和３年３月30日規則第20号 

伊予市港湾施設管理条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、伊予市港湾施設管理条例（平成17年条例第165号。以下「条例」とい

う。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（使用の許可） 

第２条 条例第３条の規定により港湾施設を使用とする者は、あらかじめ様式第１号によ

る許可申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。 

（許可事項の表示） 

第３条 野積場、上屋の使用許可を受けた者は、様式第２号による許可済みの表示をしな

ければならない。 

（設備の許可） 

第４条 条例第10条の規定による特別の設備を使用とするものは、様式第３号による許可

申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。 

（使用の禁止） 

第５条 条例第５条の使用料の納付を怠った者又は条例第14条の損害賠償義務を履行しな

い者は、その納付又は履行が完了するまで港湾施設の使用を禁止することができる。 

（火気取扱の禁止） 

第６条 上屋内及びその周辺では、喫煙その他火気を取り扱ってはならない。 

附 則 

１ この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊予市港湾施設使用条例規則（昭和39年

伊予市規則第２号）、伊予港上屋使用条例施行規則（昭和36年伊予市規則第３号）の規

定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなさ

れたものとみなす。 

附 則（令和３年３月30日規則第20号） 
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（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当

分の間、これを取り繕って使用することができる。 

様式第１号（第２条関係） 
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様式第２号（第３条関係） 
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様式第３号（第４条関係） 

 


